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平成 26 年度税制改正による 

国際課税原則の見直し(法人税関係・2) 

 

 今月号のニューズレターでは、平成 26 年度税制改正(以

下｢本改正｣といいます。)の国際課税に関する改正点のう

ち、内国法人の外国税額控除、文書化規定及び租税回避

否認規定について解説致します。なお、本稿で述べる改正

点は、原則として、平成 28 年 4 月 1 日以後に開始する事

業年度分の法人税について適用されます(改正法1附則 25

条、28 条、92 条、102 条)。 

 

1 内国法人における外国税額控除の取扱い 

 

 外国税額控除制度には、外国法人の我が国における PE

に係る外国税額控除制度(前月号参照)と内国法人におけ

る外国税額控除制度がありますが、今月号では、後者の

内国法人における外国税額控除に係る改正の概要につい

て解説致します。 

 

(1) 本改正前の内国法人における外国税額控除制度の

概要 

 

 我が国では、内国法人に対して、当該内国法人が全世

界から稼得した所得(全世界所得)に対して課税をすること

としています。そのため、全世界所得のうち当該内国法人

が外国で稼得した所得に対して、外国において課税を受け

た場合、かかる所得について、我が国及び当該外国にお

いて二重に課税を受けることとなります。そこで、我が国で

は、内国法人が、外国において一定の税(外国法人税。施

行令 141 条 1 項)を納付することとなる場合に、その納付し

た外国法人税の額を、｢控除限度額｣を限度として、当該事

業年度の所得に対する法人税の額から控除することによ

り、二重課税を排除することとしています(法 69 条 1 項、施

行令 141 条、142 条、142 条の 2)。 

 

 かかる税額控除を外国税額控除といいますが、外国税

額控除の｢控除限度額｣は、内国法人の各事業年度の所

得に対する法人税の額に、当該事業年度の所得金額のう

ち当該事業年度の｢国外源泉所得｣の占める割合を乗じて

計算されます(施行令 142 条 1 項)。本改正前の我が国の

税法では、｢国外源泉所得｣の定義について、｢国内源泉所

得以外の所得｣として包括的に定義していました(法 69 条

1 項、施行令 142 条 3 項)。 

 

(2) 本改正の経緯及び内容 

 

 前月号で述べたとおり、本改正は、外国法人に対する課

税原則を総合主義から帰属主義に変更しました。かかる

変更は、OECD が 2010 年に改正したモデル租税条約 7

条(なお、以下｢新 7 条｣といいます。)で採用された OECD

承認アプローチ(Authorized OECD Approach(以下｢AOA｣と

いいます。))に基づいたものです(AOA の詳細は前月号参

照)。外国税額控除制度においてもかかる AOA を踏まえた

以下の改正がなされています2。 

 

 すなわち、本改正は、上記帰属主義への移行により、外

国法人の PE に帰属する所得(以下｢PE 帰属所得｣といい

ます。)を｢国内源泉所得｣の一つとして定めたため(改正法

138 条 1 項 1 号)、｢国外源泉所得｣について、本改正前の

｢国内源泉所得以外の所得｣という包括的な定義ではその

範囲が不明確となることから、かかる定義を止め、｢国外源

泉所得｣に該当するものを、具体的に列挙する形で積極的

に定義することとしました(改正法 69 条 4 項各号)。具体的

には、｢国外源泉所得｣として、内国法人が国外に有してい

る国外事業所等(以下｢国外 PE｣といいます。)3に帰属する

所得(以下｢国外 PE 帰属所得｣といいます。)の他、国外
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PE に帰属しないことを前提に、国外にある資産の運用又

は保有により生ずる所得、国外にある資産の譲渡により生

ずる所得等を列挙して、定義しています。 

 

 かかる｢国外源泉所得｣の定義に係る改正により、外国税

額控除の控除限度額の範囲が本改正前とは異なる可能

性がある4ことには留意が必要です。 

 

 なお、｢国外源泉所得｣のうち国外 PE 帰属所得の計算

は、国外 PE への資本配賦、国外 PE の閉鎖時の時価評

価、国外 PE 帰属所得に係る繰越欠損金、並びに保険会

社の国外 PE への投資資産5及び投資収益の帰属等の一

部の取扱いを除き、原則として PE 帰属所得の計算に準じ

て行われます(改正法 69 条 4 項 1 号、改正租特法 67 の

18、改正施行令 141 条の 2 第 1 項柱書)。 

 

2 文書化規定の創設 

 

(1) 文書化規定の創設 

 

 本改正では、AOA を踏まえて、①(我が国に PE を有する

外国法人の課税所得算出のための)外国法人の PE 帰属

所得の計算及び②(国外 PE を有する内国法人が外国税

額控除の適用を受けるための)内国法人の国外 PE 帰属

所得の計算のそれぞれについて、(a)内部取引及び PE に

帰属する外部取引の認識(第 1 ステップ)並びに(b)内部取

引の独立企業間価格の算定(第 2 ステップ)の 2 つのス

テップで、文書化が要求されています(但し、第 2 ステップ

については、後述のとおり、間接的な文書化義務とされて

います。)。 

 

ア 内部取引及び PE に帰属する外部取引の認識(第 1

ステップ)に係る文書化 

 

 本改正は、第 1 ステップに係る文書化として、①PE を有

する外国法人の PE 帰属所得の計算及び②国外 PE を有

する内国法人の国外 PE 帰属所得の計算を行う際に必要

な、内部取引及び PE に帰属する外部取引を認識するた

め、これらの法人に対して、(ⅰ)①及び②の各帰属所得に

係る外部取引に関する書類、(ⅱ)①及び②の各帰属所得

のうち本店等6と PE 又は国外 PE の間で行った内部取引

に関する書類並びに(ⅲ)①及び②に係る本店等と PE 又

は国外 PE の間での本店配賦経費・共通費用の額の配分

に関する書類を作成する義務(文書化義務)を課しています

(①に関して、改正法 142 条の 7、146 条の 2、改正施行規

則 60 条の 10、62 条の 2、62 条の 3、②に関して、改正法

69 条 1 項、19 項、20 項、改正施行令 141 条の 2 第 1 項

1 号、13 項、改正施行規則 28 条の 9、30 条の 2、30 条の

3)。 

 

 なお、上記(ⅰ)及び(ⅱ)の書類の作成等は、内国法人が

外国税額控除の適用を受けるための要件とされていま

す。また、上記(ⅲ)の書類の作成等については、外国法人

における PE 帰属所得の計算上、本店配賦経費・共通費

用を損金に算入するための要件とされており、内国法人の

国外 PE 帰属所得を含む国外所得金額の計算において

も、国外 PE を通じて行う事業に係る負債利子の額7のうち

一定の金額を国外所得金額へ加算する(ことにより外国税

額控除の控除限度額を増加させる)ための要件とされてい

ます(改正法 142 条の 7 第 1 項、改正施行令 141 条の

2)。 

 

イ 内部取引の独立企業間価格の算定(第 2 ステップ)に

係る文書化 

 

 次に、本改正では、外国法人の本店等と PE との内部取

引及び内国法人の本店等と国外 PE との内部取引につい

ては、その価格次第で、独立企業間価格により行われたも

のとして、PE 帰属所得の計算及び国外 PE 帰属所得の計

算がそれぞれなされるものとされています(改正租特法 66

条の 4 の 3 第 1 項、67 条の 18 第 1 項)。それ故、直接的

な文書化義務ではありませんが、課税当局が、納税者で

ある法人に、(ⅰ)内部取引の内容を記載した書類及び(ⅱ)

内部取引に係る独立企業間価格を算定するための書類の

提示又は提出を求めた場合に、当該法人が遅滞なくこれ

らを提示又は提出をしなかったときは、課税当局は、移転

価格税制における推定課税の場合と同様の方法で算定さ

れた独立企業間価格で推定課税をすることができるとされ

ており、間接的な文書化義務が課されています8。 

 

(2) 文書化への対応の必要性 

 

 本改正により、今後、我が国において支店等の PE を設

けて事業展開を行っている外国法人や、外国において国
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外 PE を設けて事業展開をしている内国法人は、(PE を有

する外国法人の場合、)内部取引について推定課税を受

け、又は(国外 PE を有する内国法人の場合、)外国税額控

除として申告した金額を否認される可能性もあることから、

かかるリスクを軽減又は排除するため、移転価格税制に

おける文書化対応と同様に、上記の各文書を作成し、保存

しておく必要があります。特に、文書化の対象文書のうち、

PE や国外 PE と本店等との内部取引の存在を根拠付ける

ための文書は、当然には存在しておらず、新規に作成が

必要なものもあり得るので、留意が必要です。 

 

3 外国法人の PE 帰属所得に係る行為又は計算に係

る否認規定の創設 

 

(1) 創設の趣旨 

 

 本改正では、PE 帰属所得が、国内源泉所得の一つとさ

れ、外国法人に対する課税対象所得とされましたが、外国

法人にとって、PE は、同一法人格の一部であることから、

機能、資産、リスクの帰属を人為的に操作して、PE 帰属所

得やそれに対する税額を調整することにより租税回避が

行われる可能性があります。それ故、外国法人の PE 帰属

所得及び税額の計算について、行為又は計算に係る否認

規定が設けられました9(改正法 147 条の 2)。 

 

(2) 適用要件について 

 

 外国法人の PE 帰属所得に係る行為又は計算に係る否

認規定が適用される場合の要件は、①外国法人の行為又

は計算で、②PE 帰属所得に係る所得の金額から控除する

金額の増加、PE 帰属所得に係る所得の金額に対する法

人税額から控除する金額の増加、PE 帰属所得のうちの内

部取引に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その

他の事由により、法人税の負担を不当に減少させる結果と

なる場合とされています。また、適用対象は、外国法人の

場合に限定されています。 

 

(3) 実務上の問題点 

 

 外国法人の PE 帰属所得に係る行為又は計算に係る否

認規定の適用に当たっては、他の包括否認規定との適用

関係の整理や実際の適用場面の想定が実務上問題となり

得ます。 

 

 まず、本改正前から定められている同族会社の行為又

は計算に係る否認規定には、従前から、外国法人も同族

会社に含まれ、その適用対象としてカバーされていること10

から、本規定と適用対象が重複する場合が生じることが考

えられます11。もっとも、近時、ヤフー事件第一審判決(東京

地判平成 26 年 3 月 18 日公刊物未登載)で、組織再編に

係る行為又は計算に係る否認規定(法 132 条の 2)におけ

る｢不当に｣の解釈について、同族会社の行為又は計算に

係る否認規定(法 132 条)における｢不当に｣の解釈との異

同が一つの論点とされたのと同様に、外国法人の PE 帰

属所得に係る行為又は計算に係る否認規定と同族会社の

行為又は計算に係る否認規定の適用要件に係る解釈との

異同が論点となる可能性があることにも留意が必要です。 

 次に、そもそも外国法人の PE 帰属所得に係る行為又は

計算に係る否認規定が適用される場合については、単に

事実認定を適切に行うことで、かかる行為又は計算に係る

否認規定を適用するのと同様の効果を導くことが十分に可

能なようにも思われ、今後、具体的に適用の可能性がある

場合として、どのような場合があり得るかについての検討

を進めていく必要があります。 

 

4 ま と め 

 

 本改正では、主に外国法人の PE 課税における国際課

税原則の変更が注目されていますが、内国法人について

も、外国税額控除の算定において、本店等と国外 PE との

内部取引を認識した上で、国外 PE 帰属所得をはじめとし

て、個別に定義された国外源泉所得を算定していく必要が

あります。また、文書化規定や外国法人の PE 帰属所得に

係る行為又は計算に係る否認規定が創設されています。

従って、本改正における改正内容を網羅的に理解した上

で、将来のプランニングを行い、税務調査が行われた場合

の対応準備を進めておくことが肝要です。 

 

                                                 
1
  本稿での法令の呼称は次のとおりです。平成 26 年 6 月 30 日現

在時点で施行されている法人税法を｢法｣、法人税法施行令を｢施

行令｣といいます。また、平成 26 年度法律第 10 号による法人税

法を｢改正法｣、平成 26 年政令 138 号による法人税法施行令を

｢改正施行令｣、平成 26 年財務省令 28 号による法人税法施行規

則を｢改正施行規則｣といいます。さらに、平成 26 年度法律第 10

号による租税特別措置法を｢改正租特法｣、平成 26 年財務省令

28 号による租税特別措置法施行規則を｢改正租特規則｣といいま
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す。 

2
  平成 25 年 10 月財務省主税局参事官｢国際課税原則の総合主義

(全所得主義)から帰属主義への見直し｣2、25 頁、OECD モデル租

税条約新 7 条 2 項、23 条 B 
3
  国外 PE の範囲は、租税条約の相手国等に所在するものについて

は、租税条約に定める事業所等とされ、それ以外の場所に所在す

るものについては、我が国の国内法に定める事業所等に相当する

ものとされています(改正施行令 145 条の 2)。 
4
 例えば、有価証券の譲渡を例にとると、本改正前は、外国法人の

発行した有価証券の譲渡については、国内源泉所得として定めら

れた一定の場合(施行令 177 条 2 項 2 号。我が国に所在する PE

を通じて譲渡した場合等が含まれます。)に該当しなければ、当該

有価証券の譲渡に係る所得は、国内源泉所得以外の所得として、

国外源泉所得に含まれていました。これに対して、本改正後は、外

国法人の発行した有価証券の譲渡について、所定の｢国外にある

資産の譲渡｣(改正法 69 条 4 項 3 号、改正施行令 145 条の 4 第 1

項 4 号)に該当しなければ、国外源泉所得に該当しないこととなり

ます。 
5
  改正法 142 条の 3 第 1 項、改正施行規則 60 条の 5、保険業法施

行規則 47 条各号 
6
  外国法人については改正法 138 条 1 項 1 号、内国法人について

は改正法 69 条 4 項 1 号。 
7
  ここでは、共通費用の額のうち国外源泉所得に係る所得の金額の

計算上損金の額として配分した金額に含まれる負債利子の額が

含まれています(改正施行令 141 条の 2 第 3 項、4 項、5 項)。すな

わち、改正法は、資本配賦及び共通費用の配分の計算の基礎と

なる書類の作成・保存を要件として、国外所得金額の計算上、一

旦損金として計上した国外 PE 帰属所得等に係る負債利子のうち

国外 PE の自己資本の額を超過した部分の金額について、国外所

得金額への加算を認め、外国税額控除の控除限度額の増加を認

めることとしています(前掲・｢国際課税原則の総合主義(全所得主

義)から帰属主義への見直し｣26 頁参照)。 
8
  外国法人と PE の内部取引について、改正租特法 66 条の 4 の 3

第 11 項、改正租特規則 22 条の 10 の 3。内国法人と国外 PE の

内部取引について、改正租特法 67 条の 18 第 10 項、改正租特規

則 22 条の 19 の 4。これは、PE や国外 PE について、新 7 条が独

立した事業者であることを要求しているため、｢移転価格税制とパ

ラレルと考えられることから…ALP の算定において文書化が不十

分な場合には推定課税の発動を可能とする｣こととしたものです(前

掲・｢国際課税原則の総合主義(全所得主義)から帰属主義への見

直し｣13 頁)。 
9
  この規定は、外国法人の平成 28 年 4 月 1 日以後に開始する事

業年度の、PE 帰属所得に係る所得に対する法人税に係る行為又

は計算で、同日以後に行われるものに適用されます(改正法附則

35 条)。 
10

  金子宏『租税法[第 19 版]』(弘文堂、平成 26 年)455 頁 
11

  この規定の独自の適用領域は、非同族会社で、非組織再編行為

以外を行った際の PE 帰属所得ということになります。 


